
上郡町有料広告掲載の取扱いに関する要綱 

 

平成20年 3月26日 

要 綱 第  31  号 

改正 平成23年12月7日要綱第16号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化及び町民生活

の利便に資することを目的に、上郡町（以下「町」という。）が保有する資産を広告媒体

として活用し、これらに有料広告（以下「広告」という。）を掲載することに関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（広告媒体） 

第２条 広告を掲載することができる広告媒体は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 町広報紙 

⑵ 上郡町ホームページ 

⑶ ケーブルテレビ（町が自主放送している有線テレビジョン放送） 

⑷ 町が作成する冊子、チラシ、ポスター、パンフレット、封筒等の印刷物 

⑸ その他広告媒体として活用できる町の公共施設及び備品等で町長が広告掲載を認め

るもの 

２ 町は、広告媒体として活用可能なものについては、広告の掲載に努めるものとする。 

 

（広告掲載の制限） 

第３条 町の広報媒体に掲載できる広告は、町民生活に関連したものであって、社会通念

上町民の理解が得られるものとし、次の各号のいずれかに該当すると認められるものは、

掲載しないものとする。 

 ⑴ 町の品位、公共性および公益性を損なうものであって、町民に不利益を与えるもの 

⑵ 法令等（兵庫県及び町の条例、規則を含む。）に違反し、又は抵触するおそれのある

もの 

⑶ 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの 

⑷ 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れのあるもの 

⑸ 消費者保護の観点から適切でないもの 

⑹ その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの 

 

（広告掲載の申込対象及び優先順位） 

第４条 広告掲載の申込みをすることができる対象及び掲載の優先順位は、次の各号に定

めるとおりとする。 



⑴ 第１順位 国、地方公共団体、公社、公益法人その他これに類するものに係る広告 

⑵ 第２順位 町内にある町民活動団体に係る広告 

⑶ 第３順位 町内に限り事業所等を有する個人又は法人に係る広告 

⑷ 第４順位 主たる事業所は町外にあるが、町内に事業所等を有する個人又は法人に

係る広告 

⑸ 第５順位 前各号に掲げる以外の広告 

 

（広告の適用除外） 

第５条 前条第１号及び第２号に規定するものからの依頼により、次の各号のいずれかに

該当する場合は、町が行う情報提供として取り扱うことができる。 

⑴ 営利を目的としない事業に係る告知である場合 

⑵ 町の公共施設の利用促進に関する告知である場合 

⑶ その他、公益性が認められる場合 

 

（広告の規格等） 

第６条 広告媒体に掲載する広告に関し、広告の掲載ができる広告媒体を担当する課（以

下「担当課」という。）は、広告媒体ごとに次の各号に掲げる基準を別に定めるものとす

る。 

⑴ 広告掲載の場所又は位置 

⑵ 広告の掲載枠の規格 

⑶ 広告の掲載料金 

⑷ 広告掲載の申込み方法 

⑸ 広告掲載の時期、期間又は回数 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項 

 

（掲載希望者の募集） 

第７条 広告掲載の募集は、町広報紙等により行うものとする。 

２ 年度途中に広告の掲載枠に空きが生じた場合は、前項の方法により、当該年度分の広告

を随時募集するものとする。 

 

（広告掲載の申込み） 

第８条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、担当課が第６条の規定に

基づき定めた申込み方法により、町長に申込むものとする。 

 

（広告掲載の決定） 

第９条 町長は、前条に規定する申込者があったときは、第３条の規定による制限に該当



しないものか審査し、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。ただし、町長が認

めるものにあっては、この限りでない。 

２ 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うにあたり、同一の広告掲載位置に、第４条

に規定する優先順位を同じくする複数の掲載の申込みがあったときは、抽選により掲載

の位置を決定するものとする。 

３ 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に上郡町有料広告掲載

決定通知書（様式第１号）により通知するものとする。 

 

（広告掲載料の納付及び経費の負担） 

第10条 広告の掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料

を前条の規定による掲載決定後、町長の指定する期日までに町の発行する納付書により

納付しなければならない。 

２ 広告原稿の作成経費は、広告主が負担するものとする。 

 

（広告主の届出義務） 

第11条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、上郡町有料広告掲載申込内容

変更届（様式第２号）に必要書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。 

⑴ 広告の掲載を取り下げるとき。 

⑵ 広告内容を変更するとき。 

⑶ 広告内容に問題等が発生したとき。 

⑷ 前各号に規定するもののほか、第８条に基づき提出した申込書類等の記載内容に変

更があった場合。 

 

（広告掲載の取消し） 

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広告の掲載を取り消す

ものとする。 

⑴ 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。 

⑵ 指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。 

⑶ 広告主又は広告内容を不適当と判断したとき。 

⑷ 広告主が前条に定める届け出を怠ったとき。 

２ 町長は広告媒体の編集・発行上支障があるときは、前項の規定によらず広告の掲載を

取消すことができる。 

 

（広告掲載料の還付） 

第13条 既納の広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責に帰さない理

由により、広告掲載ができなかったときは、この限りでない。 



 

（広告主の責任等） 

第14条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 

２ 第三者から広告内容に関連して損害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任

及び負担において解決し、町は責任を一切負わないものとする。 

３ 町長は、広告主の責めに帰すべき事由により広告の掲載を取り消し、又は現に掲載し

ている広告の掲載を取りやめたことに伴い町に損害が発生した場合は、当該公告主に対

し、損害の賠償を請求することができる。 

 

（広告を掲載した資産の受入れ） 

第15条 町長は、広告を掲載した施設、物品及び印刷物等の寄付の申入れがあった場合に

おいて、当該資産に掲載される広告が、第３条に規定する広告掲載基準を満たすときは、

当該寄附者と確認書を取り交わし、寄附を受けることができる。ただし、次の各号に該

当する事由は、寄附者において速やかに対応させるものとする。 

⑴ 広告の内容に関する苦情等の解決 

⑵ 広告主の責めに帰すべき事由により問題が生じた際の当該広告媒体の回収及び代替

の資産の提供 

２ 町長は、前項の確認書について、１年毎にその内容に関して確認行為を行うものとす

る。 

 

（補則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成20年４月1日から施行する 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、交付の日から施行する 

（経過措置） 

２ 改正後の規定は、交付の日以降の広告について適用し、交付の日以前からの広告につ

いては、なお従前の例による。 



様式第１号(第９条関係) 

平成  年  月  日 

 

            様 

 

上郡町長          

 

 

 

上郡町有料広告掲載決定通知書 

 

 平成  年  月  日付で申し込みのあった上郡町有料広告掲載について、次のとお

り決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

決定区分  □掲載します 

 

        期間 平成  年  月～平成  年  月（  ヵ月分） 

 

 

      □掲載料 

           円 

       ※ 

 

 

       □掲載しません 

        理由 

 

 

 なお、別添の納付書により掲載料を平成  年  月  日までに指定金融機関におい

て納付してください。 

 

http://www.city.ako.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/word/408410021.doc


様式第２号 (第 11 条関係 ) 

上郡町有料広告掲載申込内容変更届 

  平成   年   月   日   

上郡町長  あて  

申込者   

住所 (事業所所在地)  

氏名 (事業者名)  

電話番号  

担当者氏名  

 平成   年   月   日にて決定のありました有料広告掲載につきまして、申

込み内容が下記のとおり変更となりますので、上郡町有料広告掲載の取扱いに関

する要綱第 11 条の規定により届け出ます。  

記 

 

 

区 分 変更後の内容 

掲載希望期間 

□ 掲載希望期間変更 

 

平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 

 

□ 取り下げ希望日 

 

平成  年  月  日 

 

備考： 

広告内容 

 

その他  

 

 

http://www.city.ako.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/word/408410011.doc

